
JP 2012-83915 A 2012.4.26

10

(57)【要約】
【課題】　一時的に不特定多数が集まる行事、例えば、
マラソン大会や学校行事などのイベントにおいて撮影が
行われた場合の、公開を希望しない人物のプライバシー
を保護する。
【解決手段】　イベントで撮影された参加者の画像群か
ら、不掲載希望者が写る画像を除外して公開することに
より、不掲載希望者のプライバシーを保護する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像をネットワークを介して公開する画像公開システムであって、
　前記画像を前記ネットワークを介して公開する公開手段と、
　前記画像に写る人物の顔または被写体が発信する信号に基づいて、公開を希望しない人
物が含まれている画像を判定する判定手段と、
　前記判定手段により公開を希望しない人物が写っていると判定された場合、当該画像に
写る公開を希望しない人物を非公開にする非公開手段を有することを特徴とする画像公開
システム。
【請求項２】
　画像上の人物を識別不可能にする画像処理を施す画像処理手段を更に有し、
　前記非公開手段は、前記画像処理手段により前記公開を希望しない人物に対して前記画
像処理をすることで、当該人物を非公開にし、
　前記公開手段は、前記画像処理手段により画像処理を施した画像を公開することを特徴
とする請求項１記載の画像公開システム。
【請求項３】
　ネットワーク上からの何れの前記公開を希望しない人物からのアクセスかを特定する特
定手段と、
　前記公開手段は、前記特定手段により特定された前記公開を希望しない人物が写った前
記画像を、前記アクセス元からのみ閲覧可能にすることを特徴とする請求項１又は２記載
の画像公開システム。
【請求項４】
　前記非公開手段は、前記判定手段により公開を希望しない人物が前記画像に含まれてい
ると判定された画像を削除することにより、当該画像を非公開にすることを特徴とする請
求項１記載の画像公開システム。
【請求項５】
　撮像装置であって、
　撮像手段の撮影範囲に公開を希望しない人物が存在するかを撮像された画像に含まれる
人物の顔または前記公開を希望しない人物から発信する信号に基づいて、判定する判定手
段と、
　前記判定手段により、前記公開を希望しない人物が存在すると判定された場合に撮影者
に対して警告する警告手段と、
　前記判定手段により、前記公開を希望しない人物が存在すると判定された場合に前記撮
像手段により撮像された画像を保持するか破棄するかを撮影者に指示させる指示手段とを
有することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像手段により撮像された画像に前記公開を希望しない人物が写った場合、前記公
開を希望しない人物を識別不可能にする画像処理を施す画像処理手段を更に有することを
特徴とする請求項５記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮像手段により撮像された画像は、画像公開システムにより公開されることを特徴
とした請求項５又は６記載の撮像装置。
【請求項８】
　画像をネットワークを介して公開する画像公開システムにおける画像公開方法であって
、
　情報処理装置は、
前記画像に写る人物の顔または被写体が発信する信号に基づき、公開を希望しない人物が
前記画像に含まれているかを判定し、公開を希望しない人物が写っていると判定された場
合、少なくとも当該画像に写る前記公開を希望しない人物を前記ネットワークに公開せず
、公開を希望しない人物が写っていない画像を公開することを特徴とする画像公開方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して画像を公開する際の画像公開システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、マラソン大会や学校行事などのイベントでカメラマンが参加者を撮影し、インタ
ーネットを介して画像を公開し（以下、Ｗｅｂ）、参加者等に閲覧させるサービスが存在
する。このようなサービスにおいて、イベント参加者はインターネットブラウザなどに会
場で配布されたＷｅｂのＵｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ（以下、Ｕ
ＲＬ）とパスワードを入力し、画像公開サーバに閲覧要求を送信する。画像公開サーバで
は、撮像したイベントにおける画像を保持し、閲覧要求に応じてイベント画像の公開を行
う。さらには、ユーザは気に入ったイベント画像のデジタルデータやプリント物等の注文
を行うことも可能である。
【０００３】
　上述した画像公開サービスは、ユーザはプロが撮影した自身のイベントでの写真を手軽
に閲覧、注文できる。しかしながら、ＷｅｂのＵＲＬとパスワードを知っている人物であ
れば、面識のない人物のイベントでの画像を閲覧、注文できてしまう。したがって、イベ
ント参加者のプライバシーが十分に保護されているとはいえなかった。
【０００４】
　従来、閲覧対象となる画像におけるプライバシーを保護するための技術として、以下に
示す特許文献１、２のような技術が開示されている。特許文献１では、学校や会社のイベ
ントで撮影した写真に学年や学級などの組織単位でアクセス権を付与しＷｅｂに掲載する
。このように組織単位で、閲覧者を制限することで組織ごとのプライバシーを保護するこ
とができる。
【０００５】
　また、特許文献２では、カメラで撮影した画像に写る複数の顔の中から、画像中の顔面
積の広い被写体を検出する。そして、検出した顔面積の広い順に単数もしくは複数の顔を
注目対象としてモザイクを施さず、残りにはモザイクを施すことにより意図しない撮影か
らプライバシーを保護する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－０２４３７２号公報
【特許文献２】特開２００９－２８４２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、同一組織内の閲覧を許可された者には、撮影時の画像
をそのまま閲覧することが可能である。つまり、そもそも自身が登場した画像の掲載を希
望しない人物（以下、不掲載希望者）が撮影された画像については考慮されておらず、同
一組織内の他の人物からは閲覧やデジタルデータやプリントの発注が可能となってしまう
。
【０００８】
　また、特許文献２では、画像中の顔の面積によってモザイク処理を施すか否かを判断し
ているため、撮影者が不掲載希望者と気付かず不掲載希望者を主要被写体として撮影を行
った写真等はそのまま公開されてしまう場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述した課題に鑑み、不掲載希望者のプライバシーを保護することを目的と
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する。そして、上述した課題を解決する手段として、画像をネットワークを介して公開す
る画像公開システムであって、前記画像を前記ネットワークを介して公開する公開手段と
、
　前記画像に写る人物の顔または被写体が発信する信号に基づいて、公開を希望しない人
物が含まれている画像を判定する判定手段と、前記判定手段により公開を希望しない人物
が写っていると判定された場合、当該画像に写る公開を希望しない人物を非公開にする非
公開手段を有することを特徴とする画像公開システムを提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、公開を希望しない人物のプライバシーを保護することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像公開システムの構成を示す図である。
【図２】画像公開システムの機能ブロック図である。
【図３】画像公開システムの動作を示フローチャートである。
【図４】撮像装置における警告表示の例を示す図である。
【図５】不掲載希望度テーブルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施例１）
　以下、本発明を適用した実施例を説明する。まず、図１（ａ）を用いて本実施例におけ
る画像公開システムの構成を説明する。
【００１３】
　本実施例における画像公開システムは、図１（ａ）に示す通り、撮像装置１０１、画像
処理パーソナルコンピュータ１０２（以下、画像処理ＰＣ）、ネットワーク１０３、公開
サーバ１０４、閲覧ＰＣ１０５から構成される。撮像装置１０１は、デジタルカメラやカ
メラ付き携帯端末などの撮像装置である。画像処理ＰＣ１０２は、撮像装置１０１で取得
した画像を保存、処理するための情報処理装置である。ネットワーク１０３は、画像処理
ＰＣ１０２、公開サーバ１０４、閲覧ＰＣ１０５等のネットワーク１０３に接続されてい
るそれぞれとで情報の伝達を行うための通信網である。公開サーバ１０４は、ネットワー
クを介しＨＴＴＰプロトコル等を用いて撮像装置１０１により撮影された画像を閲覧ＰＣ
１０５に対し公開を行う情報処理装置である。閲覧ＰＣ１０５は、公開サーバ１０４によ
って公開された画像を閲覧するための例えば、Ｗｅｂブラウザ等を実行可能な情報処理装
置である。
【００１４】
　ここで撮像装置１０１のハードウェア構成は、レンズ、イメージセンサ、Ａ－Ｄ変換器
等の画像データを生成する撮像部を有する。また、液晶ディスプレイ、ＣＰＵ（中央演算
処理装置、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。また、フラッシュメモリ等の内部メ
モリまたはメモリカード等の外部記憶装置との情報の通信を行うインターフェースを有し
ている。撮像装置１０１が有するＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されている撮像装置１０１の全
体の制御や後述するフローチャートを実現する制御プログラムに基づき、情報の演算や各
ハードウェアの制御を実行する。
【００１５】
　画像処理ＰＣ１０２、公開サーバ１０４、および、閲覧ＰＣ１０５のハードウェア構成
は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、キーボードコントローラ、記憶装置、ネットワークコント
ローラ、入出力コントローラなどがバスに接続されているものとする。また、画像処理Ｐ
Ｃ１０２、公開サーバ１０４、および閲覧ＰＣ１０５が有するＣＰＵは、それぞれのＲＯ
Ｍに記憶されている後述するフローチャートを実現する制御プログラムに基づき、情報の
演算や各ハードウェアの制御を実行する。
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【００１６】
　なお、画像処理ＰＣ１０２、公開サーバ１０４、閲覧ＰＣ１０５は、それぞれネットワ
ーク１０３を介して接続されている。本実施例においては、インターネットを介して接続
されていることとする。なお、ネットワーク１０３は、接続された機器間でデータ交換が
可能であれば、如何なる技術、手段を用いて構成されていても良い。
【００１７】
　続いて、本実施例のシステムの機能ブロック図を図２（ａ）に示す。なお、図１と同一
のものを示す場合は同一の符号を付している。図２（ａ）において、撮像装置１０１は、
撮像したイベント画像を生成する撮像部２０１、撮像した画像を記憶装置等に保持する保
持部２０２から構成される。画像処理ＰＣ１０２は、記憶部２０３、判定部２０４、生成
部２０５、画像処理部２０６、送信部２０７から構成される。記憶部２０３は、撮像装置
１０１により撮影されたイベント画像やあらかじめ撮影された不掲載希望者の顔画像等を
記憶装置等に記憶する。判定部２０４は、イベント画像から顔の検出を行い、イベント画
像に不掲載希望者が写っているか否かの判定を行う。
【００１８】
　生成部２０５は、イベント参加者、特に不掲載希望者に関する情報を互いに関連付けた
テーブルを生成する。例えば、ユーザの入力に基づき、不掲載希望者とそのリファレンス
となる顔画像や後述する不掲載希望度とを対応付けたテーブルを生成する。画像処理部２
０６は、不掲載希望者が写っている画像に対して、トレミングやモザイク処理等の抽象化
処理を施し公開可能にする画像処理を実行する。つまり、画像上の人物を識別不可能にす
る画像処理を施す画像処理を実行可能である。送信部２０７はネットワークを介して、画
像データ等の情報を公開サーバ１０４に送信する。
【００１９】
　公開サーバ１０４は、受信部２０８、記憶部２０９、照合部２１０、公開部２１１から
構成される。受信部２０８は、画像処理ＰＣ１０２から送信された画像や閲覧ＰＣ１０５
からの閲覧要求を受信する。記憶部２０９は、受信部２０８で受信した公開用のイベント
画像を記憶する。照合部２１０は、ネットワーク上の閲覧ＰＣ１０５から送信された不掲
載希望者のＩＤとパスワードと閲覧ＰＣ１０５から送信された不掲載希望者のＩＤとパス
ワードを照合する。つまり、照合部２１０はネットワーク上の閲覧ＰＣ１０５からのアク
セスがどの不掲載希望者からのアクセスであるかのを特定することが出来る。公開部２１
１は、記憶部２０９に保持された公開用画像をＷｅｂに、閲覧ＰＣ１０５から閲覧可能に
公開する。
【００２０】
　閲覧ＰＣ１０５は、公開サーバ１０４が公開するイベント画像を閲覧可能な閲覧部２１
２から構成される。
【００２１】
　＜画像処理ＰＣ１０２におけるイベント画像の選別処理＞
　上述した本実施例における画像公開システムの構成を用いた動作を図を参照しながら詳
細に説明を行う。
【００２２】
　図３（ａ）は本実施例における画像公開処理を示すフローチャートである。Ｓ３０１に
おいて、例えばイベント開始時に撮影した不掲載希望者の顔画像を画像処理ＰＣ１０２の
記憶部２０３に保存しておく。また併せて、生成部２０５は、ユーザの入力から不掲載希
望度テーブルを作成する。不掲載希望度テーブルの一例を図５に示す。図５（ａ）は、不
掲載希望度テーブルの一例で画像処理ＰＣ１０２の記憶部２０３に記憶されている。５０
１は不掲載希望者ＩＤであり、本画像公開システムにおいて、不掲載希望者を識別するた
めのＩＤである。本実施例においては、数字を用いているが文字列等により構成されてい
ても良い。５０２は不掲載希望者の氏名を不掲載希望者ＩＤと対応付けている。５０３は
、不掲載希望者の顔画像のファイル名やアドレスなどにより画像を特定するための画像Ｉ
Ｄである。５０４は、不掲載希望者の不掲載希望度を示す。ここで、不掲載希望度とは、
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不掲載希望者が撮影された画像をどのように取り扱って欲しいかを示すものである。図５
（ｂ）に、不掲載希望度とその内容の一例を示す。５０７は不掲載希望度であり、５０８
は不掲載希望度と対応したその内容である。本実施例において、不掲載希望度「１」の内
容は「不掲載」であり、不掲載希望度「１」の不掲載希望者は、自身が写ってしまったイ
ベント画像の削除を望むことを意味する。不掲載希望度「２」の内容は、「画像処理後公
開容認」である。不掲載希望度「２」のの不掲載希望者は、自身が写ってしまったイベン
ト画像を、自身を判別できないように画像処理を実行さえしてくれれば公開して構わない
ことを意味する。不掲載希望度「３」の内容は、「本人閲覧希望」である。不掲載希望度
「３」の不掲載希望者は、自身が写ってしまったイベント画像を他の不特定多数には公開
を望まないが、自身のみに公開し、閲覧できることを望むことを意味する。
【００２３】
　続いて、図５（ａ）に戻り、５０５は、不掲載希望度「３」の人物にのみ画像を公開す
るように、公開サーバ１０４において、不掲載希望者を識別する際に用いるパスワードで
ある。パスワードはユーザの希望する文字列を入力により取得しても構わないし、システ
ムで自動に作成された文字列をユーザに通知する構成としても構わない。Ｓ３０１におい
て、これらの情報を不掲載希望度テーブルとして作成し記憶部２０３に記憶することで不
掲載希望者の登録を行う。また、これらの情報の取得は、ユーザがイベントの参加を申し
込む際に、ＰＣ等を用いてユーザの入力に基づき取得しても良い。また、イベントの参加
窓口などでアンケート等により取得し、アンケートを参照したイベントスタッフの入力に
より画像処理ＰＣ１０２が取得する構成としても構わない。
【００２４】
　続く、Ｓ３０２では、撮像装置１０１によりイベントの撮影が行われる。撮像装置１０
１は、撮像部２０１によって生成された画像データを保持部２０２に保持する。Ｓ３０３
において、画像処理ＰＣ１０２は、Ｓ３０２において撮影され保持部２０２に保持されて
いるイベント画像を取得する。具体的には、画像処理ＰＣ１０２は撮影画像が記憶されて
いるメモリカード等の記憶媒体からイベント画像を読み込み、記憶部２０３に記憶する。
また、画像処理ＰＣ１０２はＳ３０１にて取得した顔画像を読み込み取得する。
【００２５】
　Ｓ３０４において、判定部２０４はイベント画像に不掲載希望者が含まれているかの判
定を行う。判定部２０４はイベント画像から顔検出を行い、取得した不掲載希望者の顔画
像と照合を行う。判定部２０４は、検出した顔と不掲載希望者の顔とテンプレートマッチ
ングや特徴量比較を行い、類似度が一定の閾値以上である場合は、不掲載希望者が含まれ
ていると判定する。判定部２０４は、イベント画像から検出された顔と全ての不掲載希望
者との照合を行い、検出された人物が不掲載希望者でないと判定した場合はＳ３１２へ進
む。検出された顔が不掲載希望者であると判定した場合は、Ｓ３０５に進む。Ｓ３０５に
おいて、判定部２０４は、検出された不掲載希望者の不掲載希望度が「１」の「不掲載」
であるかを、記憶部２０３に保持している図５に示す不掲載希望度テーブルを参照して判
別する。そして、検出された不掲載希望者の不掲載希望度が「１」であった場合はＳ３０
６へ進み、「１」の不掲載以外であった場合はＳ３０７へ進み、不掲載希望度を判別する
。Ｓ３０６において、画像処理ＰＣ１０２は、不掲載希望度が「１」の人物が画像内に含
まれていることを検出するとその画像データの削除を行う。不掲載希望度が「１」の人物
が写る画像を削除にすることにより、不掲載希望度が「１」の人物を非公開にする。この
ように、不掲載を望む人物が写るイベント画像については、データの削除を行うのでＷｅ
ｂ上等に公開されることないので不掲載希望者のプライバシーを保護することができる。
なお、不掲載希望者が写っている画像については削除する構成としたが、これに限られる
ものではない。例えば、画像処理ＰＣ１０２は不掲載希望者が写っている画像データを公
開サーバ１０４に送信しないことで、不掲載希望者を非公開にする構成としても良い。こ
のように構成することで、撮影者は画像データをサンプルとして保持しながらも不掲載希
望者のプライバシーを保護することが出来る。Ｓ３０６において、画像処理ＰＣ１０２は
、画像データの削除を完了するとＳ３１３へ進む。
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【００２６】
　Ｓ３０７において、判定部２０４は、検出された不掲載希望者の不掲載希望度を、記憶
部２０３に保持している図５に示す不掲載希望度テーブルを参照して判別する。判定部２
０４は、照合に用いた不掲載希望者の顔画像と関連付けられている不掲載希望者ＩＤから
を不掲載希望者及び不掲載希望度を特定し、取得する。取得した不掲載希望度が「２」の
「画像処理後公開容認」である場合はＳ３０８へ、「３」の「本人閲覧希望」である場合
はＳ３１０へそれぞれ進む。
【００２７】
　Ｓ３０７において、取得した不掲載希望度が「２」の「画像処理後公開容認」である場
合は、Ｓ３０８において、画像処理部２０６は、判定部２０４において検出された不掲載
希望者の画像上の位置及び顔領域の大きさなどを取得する。続く、Ｓ３０９においては、
画像処理部２０６は画像上の不掲載希望者を識別不可能にする抽象化処理もしくは不掲載
希望者が画像に含まれないようにすることで不掲載希望者を識別不可能にする切り出し処
理等の画像処理を実行する。
【００２８】
　ここで、抽象化処理とは、例えば、モザイク処理、あるいは、目、口、鼻、ほくろなど
の特徴的なパーツをベタ塗りにする処理、あるいは、イラストで置換する処理などの本人
の特定を困難にする処理方法を用いれば良い。画像処理部２０６は、検出された画像上の
不掲載希望者に対して抽象化処理を実行し、不掲載希望者を識別不可能にする。また、切
り出し処理とはいわゆるトリミング処理であり、撮像したイベント画像から、不掲載希望
者を含まない範囲を新たな画像として切り出す処理を言う。画像処理部２０６は、不掲載
希望者が検出された画像に対して、Ｓ３０８において取得した画像上の位置に基づき切り
出し処理を実行し、不掲載希望者を識別可能にする。このように、不掲載希望度が「２」
の不掲載希望者には、その人物が写る画像上のその人物に画像処理を施すことで非公開と
する。
【００２９】
　なお、不掲載希望者が検出された画像に対して抽象化処理または切り出し処理を施すか
については、Ｓ３０８で検出された不掲載希望者の検出された位置や画像に写る人物の位
置等に応じて何れかにするか決定する。例えば、画像の中心ではなく四隅近傍に主要被写
体に対して小さく不掲載希望者が写っている場合は切り出し処理を実行する。この際、画
像処理部２０６は、掲載希望者の顔の位置や顔の大きさを考慮し、掲載希望者の顔を分割
しないように切り出す位置を決定する。また、画像上に複数人物が写り、掲載希望者のみ
を適切に切り出せないときは不掲載希望者に対して抽象化処理を実行する。このように、
不掲載希望者が写る写真には画像処理を実行し、本人の特定を困難にして非公開とするの
で不掲載希望者のプライバシーを保護しつつ、他の掲載希望者に対して画像を公開できる
。また、不掲載希望者が写っている位置や画像に写る人数等を考慮して画像処理を実行す
るので、元の画像の画風を損なわず公開用画像を生成することが可能となる。
【００３０】
　一方、Ｓ３０７において、取得した不掲載希望度が「３」の「本人閲覧希望」である場
合は、Ｓ３１０において、画像処理ＰＣ１０２はその不掲載希望者ＩＤ、とそのイベント
画像とを関連付けて本人閲覧フラグ立てる。本人閲覧フラグはメタデータとして、その画
像に付与されても良いし、また別のデータとして記憶されても良い。
【００３１】
　Ｓ３１１において、判定部２０４は撮像画像に写る全ての顔について、不掲載希望度を
判定したかを判断する。全ての検出された顔について処理が終わっていない場合は、次の
検出された顔についてＳ３０５からの処理を実行する。なお、複数人不掲載希望者が画像
に写っている場合、本実施例ではＳ３０５において判別する不掲載希望度「１」の不掲載
を希望する人物が一人でも含まれている画像についてはＳ３０６における画像の削除を行
う。また、不掲載希望度「２」の「画像処理後公開容認」の不掲載希望者が複数人写って
いる場合はそれぞれの不掲載希望者に対してＳ３０９による画像処理を実行する。また、
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不掲載希望度「３」の「本人閲覧希望」の不掲載希望者が複数人写っている場合はその画
像を削除する構成とする。この場合、Ｓ３１０において既に本人閲覧フラグが付されてい
た場合、Ｓ３０６による画像の削除を行う。このように、他の本人以外に画像を公開しな
いので、確実に不掲載希望者のプライバシーを保護することが出来る。なお、「本人閲覧
希望」の不掲載希望者が複数人写っている場合、本人以外の不掲載希望者について、不掲
載希望者を特定不可能にする画像処理を施した本人閲覧用画像をそれぞれの「本人閲覧希
望」の不掲載希望者に対して作成する構成としても良い。このように構成することで本人
にのみ閲覧可能にする画像枚数をより確保できるため、他の不掲載希望者のプライバシー
を保護しつつ、不掲載希望者も自身が写ったイベント画像を閲覧できる。
【００３２】
　Ｓ３１１において画像中の全ての人物に対して不掲載希望者であるか否かの判定が終了
したと判断された場合、Ｓ３１２に進む。Ｓ３１２において、送信部２０７はＳ３０９，
Ｓ３１０において処理されたイベント画像とＳ３１０で生成された本人閲覧フラグが付さ
れたデータを公開サーバ１０４へ送信する。Ｓ３１３では、画像処理ＰＣ１０２は、Ｓ３
０３において取得した撮像画像（イベント画像）の全てに対して処理が終わったかを判断
する。まだ、全ての画像に対して処理が終わっていない場合、Ｓ３１４に進み、画像処理
ＰＣ１０２は、次の撮像画像を読み込み、Ｓ３０４に戻り、同様に処理を行う。
【００３３】
　Ｓ３１３において、全ての撮像画像に対して処理が終わったと判断された場合、Ｓ３１
５において、公開サーバ１０４の公開部２１１は画像処理ＰＣ１０２から送信されたイベ
ント画像の公開を行う。なお、受信した本人閲覧フラグが付されたデータに関連付けられ
たイベント画像についてはここでは公開を行わない。ユーザは、閲覧ＰＣ１０５の閲覧部
２１２より所定のアドレスを入力することでネットワーク上から公開部２１１にアクセス
し、イベント画像を閲覧することが出来る。
【００３４】
　続くＳ３１６において、公開サーバ１０４の照合部２１０は、ネットワーク上の閲覧Ｐ
Ｃ１０５から不掲載希望者で自身の写った画像の閲覧を希望する人物（不掲載希望度３）
からの閲覧希望のアクセスを受信したかの判断を行う。閲覧希望は、アクセス元であるユ
ーザの閲覧部２１２を用いて画像の閲覧を希望する人物の自身の不掲載希望者ＩＤとパス
ワード５０５の入力により行う。照合部２１０が、受信した不掲載希望者ＩＤ、パスワー
ドと不掲載希望度テーブルに登録された不掲載希望者ＩＤとそのＩＤのパスワードが一致
したと判断した場合、アクセス元を受信したＩＤの不掲載希望者本人と特定する。照合部
２１０によって、受信したＩＤ、パスワードと登録されているＩＤ、パスワードが一致し
たと判断された場合、Ｓ３１７へ進む。なお、取得したＩＤとパスワードが一致しない場
合及び不掲載希望者で自身の写った画像の閲覧を希望する人物からの閲覧希望のアクセス
を受信しない場合はＳ３１８に進む。Ｓ３１７では、公開部２１１は照合した不掲載希望
ＩＤと関連付けられた本人閲覧フラグが付されたイベント画像をアクセス元である本人の
み閲覧可能にする。このように、不特定多数に画像を公開せず、本人のみに画像を閲覧可
能とする構成としたので、不掲載希望者のプライバシーを保護しつつ、本人はイベントの
画像を閲覧、印刷可能となる。Ｓ３１８において、公開サーバ１０４が公開を終了すると
判断した場合画像公開処理を終了する。このように、不掲載希望者個人のＩＤとパスワー
ドを用いることでアクセス元の不掲載希望者を特定し、不特定多数に自身が写る画像を公
開せずとも、不掲載希望者自身は閲覧可能となる。
【００３５】
　以上、説明したように、不掲載希望者が写っている画像かを判断し、不掲載希望者が写
っていないもしくは不掲載希望者本人を識別不可能にしたイベント画像のみを公開するこ
とが可能となる。これにより、不掲載希望者の写る画像は公開されないため、不掲載希望
者のプライバシーを保護することができる。また、公開を希望する人物が写った写真に不
掲載希望者が写った場合であっても、不掲載希望者のプライバシーを保護しつつ、公開を
希望する人物に対してはイベント画像を公開できる。
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【００３６】
　また、不掲載希望者に撮影された画像をどのように取り扱って欲しいかを示す不掲載希
望度を、不掲載希望者が写ったイベント画像の処理に反映させるので、不掲載希望者のプ
ライバシーを守りつつ、撮像した画像の有効活用ができる。また、不掲載希望者が写った
画像を本人にのみ閲覧可能にすることができるため、不掲載希望者のプライバシーを保護
しつつ、不掲載希望者も自身が写ったイベント画像を閲覧できる。つまり、画像公開を行
うサービスを提供する側も撮像した画像を有効活用できるために、印刷サービスの利用等
を促進することができる。
【００３７】
　（実施例２）
　実施例２では、イベント撮影時に不掲載希望者の存在を撮影者に警告することで不掲載
希望者の撮影を防ぐ。実施例２におけるシステム構成は実施例１で示した図１（ａ）と共
通である。以下、実施例１と共通の構成については、同一の符号を付し、説明を省略する
。
【００３８】
　実施例２における画像公開システムの機能ブロック図を図２（ｂ）に示す。図２（ｂ）
において、本実施例における撮像装置１０１は、撮像部２０１、保持部２０２を有する。
また、照合部２１３は、保持部２０２に保持された不掲載希望者の顔画像と撮像部２０１
で取得した画像中の顔との照合を行う。警告部２１４は、照合部２１３の照合結果に基づ
き、不掲載希望者が撮影範囲内に存在することを撮影者に警告する。指示部２１５は、不
掲載希望者が撮像した画像に写ってしまった場合、その撮像した画像を保持するか、破棄
するかをユーザに指示させる指示部である。
【００３９】
　＜撮像装置１０１における警告処理＞
　次に、本実施例における撮像装置１０１による警告処理について、図３（ｂ）に示すフ
ローチャートを用いて詳細に説明する。
【００４０】
　Ｓ３２１において、保持部２０２は不掲載希望者のリファレンスとなる顔画像を取得す
る。リファレンスとなる顔画像は撮像部２０１により撮像された画像を用いても良いし、
事前に例えばユーザから提供され取得した顔画像をメモリカード等の記憶装置から取得す
る構成としても良い。続くＳ３２２では撮像部２０１により、一時的にイベント画像を取
り込む。Ｓ３２３において、照合部２１３は、Ｓ３２２において一時的に取得したイベン
ト画像に不掲載希望者が写っているかを判断する。照合部２１３は、保持部２０２に保持
している不掲載希望者の顔画像とイベント画像から検出した顔と照合を行う。照合部２１
３による照合の結果、一時的に取り込んだイベント画像内に不掲載希望者が写っていると
判定された場合はＳ３２４に進む。Ｓ３２４において、警告部２１４は、取り込んだイベ
ント画像内に不掲載希望者が写っている旨を撮影者に警告する。
【００４１】
　本実施例における警告方法の一例を図４に示す。図４（ａ）において、撮像装置１０１
はファインダ４０１、シャッターボタン４０２、モニタ４０３を示す。図４（ａ）に示す
警告方法の例では、モニタ４０３に映る不掲載希望者の周囲に枠４０４を表示することに
より、撮影者に不掲載希望者の存在を識別可能に警告する。図４（ｂ）において、４０５
は、モニタに表示された警告表示の記号である。図４（ｂ）に示す警告方法の例では、不
掲載希望者がいる旨を警告するための記号をモニタ４０３上に表示することにより、撮影
者に不掲載希望者の存在を警告する。警告表示の場所は、当然、モニタ上に限定されるも
のではなく、例えば、撮像装置本体にランプやＬＥＤなどの発光装置を取り付け、該発光
装置を発光させるようにしても良い。図４（ｃ）に示す警告方法の例では、音を発するこ
とにより、撮影者に不掲載希望者の存在を警告する。「不掲載希望者が画面内に入ってい
ます」というような音声を発生さても良いし、電子音を発生させても良い。
【００４２】
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　Ｓ３２５において、指示部２１５は、一時的に取得したイベント画像を保持するか否か
を選択する選択肢をモニタ４０３に表示し、撮影者からの不図示のボタン等の操作部によ
る指示の入力を判別する。イベント画像を保持しないことを撮影者が選択した場合には、
一時的に取り込んだイベント画像を破棄する。他方、イベント画像を保持することを撮影
者が選択した場合には、Ｓ３２６へ進む。
【００４３】
　ここで、撮影者にイベント画像の保持、不保持を選択させる際に、保存される画像領域
から不掲載希望者が除外されるように自動的にトリミング、あるいは、ズームした画像を
保存する候補画を撮影者に提示するようにしても良い。保存する候補画像の提示の例を図
（ｄ）に示す。図４（ｄ）において、４０６は、モニタに表示したズーム後の枠である。
この例では、不掲載希望者が撮影範囲から除外されるように自動的にズームすることで、
不掲載希望者が撮影されることを防止する。例えば、人物Ａが不掲載希望者であった場合
、自動ズーム後の枠４０６で示す範囲に自動ズームすることで人物Ａが撮影されることを
防止する。尚、ズームによって不掲載希望者を除外できない場合には、その旨を撮影者に
通知し、保存を禁止するようにしても良い。また、検出された不掲載希望者に対して抽象
化処理を施してから撮像画像を保持する選択肢を設けても良い。
【００４４】
　Ｓ３２６において、保持部２０２はイベント画像をメモリカード等の記憶措置に記憶を
行い、撮像したイベント画像を保持する。Ｓ３２７において、撮像装置１０１は、電源が
切られたかを判断し、電源が切られた場合、処理を終了する。電源が維持されたままであ
る場合は再び、Ｓ３２２からの処理を実行する。
【００４５】
　なお、本実施例において撮影範囲に不掲載希望者が含まれることを顔認識技術を用いて
判別したがこれに限られるものではない。例えば、図１（ｂ）に示すシステム構成を用い
て撮影範囲に不掲載希望者が含まれることを判別してもよい。
【００４６】
　図１（ｂ）において、１０６は、不掲載希望者であることを識別するための信号を発信
するＲａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＲＦ－ＩＤ）な
どの識別信号発信装置である。１０７は、識別信号発信装置１０６から発信される識別信
号を受信するための識別信号受信装置である。
【００４７】
　図１（ｂ）に示すシステムの機能ブロック図を図２（ｃ）に示す。２１６は、識別信号
を発信するための発信部である。また、２１７は、識別信号を受信するための受信部であ
る。２１８、２１９は位置取得部であり、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等を用いて装置の緯度、経度の位置情報や地表までの距離情報を取得
する。また、併せて加速度センサやジャイロセンサの情報から装置の向きや方向等の姿勢
情報を取得可能である。２２０は算出部であり、撮像装置の画角、焦点距離、解像度など
の撮影設定から決定される撮影範囲を算出する。２２１は、識別信号発信装置１０６から
発信される識別信号の受信部２１７の受信結果等や算出部２２０による算出された撮影範
囲から不掲載希望者が撮像装置１０１の撮影範囲内に存在するか否かを判別する判別部で
ある。なお、識別信号の送信方式は、アナログ変調、デジタル変調、パルス変調など信号
を伝播することができる方法であれば、どのような方式を用いても良い。
【００４８】
　図１（ｂ）に示す構成を用いた撮像装置１０１における警告処理について説明する。ま
ず、イベント開始時に、不掲載希望者（被写体）に識別信号発信装置を配布し、イベント
中はそれを所持してもらう。撮像装置１０１には識別信号受信装置１０７が接続されてお
り、識別信号発信装置１０６（被写体）から発信する信号を受信すると、該識別信号を撮
像装置１０１に転送する。識別信号を受信した場合、算出部２２０は撮像装置１０１の撮
影範囲の算出をおこなう。そして、判別部２２１は、識別信号発信装置１０６の位置情報
と、撮像装置１０１自体の位置情報および姿勢情報、算出された撮影範囲情報を取得し、
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これらの情報を用いて、識別信号発信装置１０６が撮影範囲内に入っているか否か判定す
る。
【００４９】
　そして、警告部２１４は撮影範囲に不掲載希望者が存在する場合はその旨、あるいは、
不掲載希望者の位置を撮影者に通知することで、撮影者に警告する。撮影者は撮影範囲に
いる被写体が不掲載希望者であることを警告により認識することができる。また、撮影者
は、警告に基づき不掲載希望者を避けて撮影することにより、不掲載希望者以外のイベン
ト画像を撮影する。意図せず不掲載希望者が撮影された場合には、指示部２１５は、撮影
された画像を保存するか、破棄するか、撮影者に指示を要求する。撮像装置１０１は、指
示に基づき、画像を保持、あるいは、破棄する。
【００５０】
　識別信号発信装置１０６（不掲載希望者）が撮影範囲内に入っている場合の撮影者への
警告方法の例を図４（ｅ）、および、（ｆ）に示す。図４（ｅ）において、４０７は撮像
装置の位置をモニタ４０３上の撮像画像に重畳して表示している撮像装置１０１の位置を
表している。４０８は、撮像装置の焦点距離、解像度などの撮影設定から決定される撮影
範囲を表している。４０９は、識別信号発信装置１０６の位置である。図４（ｅ）の例で
は、撮影者は、不掲載希望者が撮影範囲内に存在することを知ることができるため、撮像
装置の向きや構図を変えることで、不掲載希望者の撮影を回避することができる。こうす
ることにより、不掲載希望者のプライバシーを保護することができる。
【００５１】
　図４（ｆ）において、４１０は、モニタ４０３の画像上の位置と対応させた識別信号発
信装置１０６の位置を表示した例である。図４（ｆ）の例では、検出された識別信号発信
装置の位置が、モニタ４０３上に重ね合わされて表示される。撮影者は、モニタに表示さ
れた識別信号発信装置１０６の位置を確認することによって、撮像装置の向きを変えるべ
きであることを察知する。そして、撮像装置の向きや構図を変えることで、不掲載希望者
の撮影を回避することができる。
【００５２】
　このように、識別信号発信装置１０６を不掲載希望者に配布すればよく、不掲載希望者
の顔画像の登録が必要ないため、不掲載希望者にとって抵抗が少なく利用しやすいという
効果を奏する。
【００５３】
　以上説明したように、本実施例を用いると、撮影者に対して撮影範囲内に不掲載希望者
が存在する旨の警告を行うので撮影者は不掲載希望者の存在を察知することができる。つ
まり、撮影者は不掲載希望者の撮影自体を低減することができるため、不掲載希望者のプ
ライバシーを保護することができる。また、不掲載希望者を撮影した場合であっても、画
像の保持または不保持を撮影者に選択させるので、誤って不掲載希望者が写った画像が公
開されてしまうことを低減することができる。また、不掲載希望者を撮影した場合であっ
ても、不掲載希望者が写らなくなるような画像処理を施した候補画像を提示し、候補画像
を記憶するよう指示を行うことが出来る。したがって、撮像した画像の有効活用ができる
。
【００５４】
　（他の実施の形態）
　実施例１において、不掲載希望度を用いて説明を行ったがこれに限られるものではなく
、不掲載希望者が写った画像を一律に削除する構成としてもよい。
【００５５】
　また、実施例１においてイベント開始時に不掲載希望者の顔画像を取得するとしたが、
取得のタイミングはこれに限定されるものではなく、イベント途中、あるいは、終了時で
あっても良い。また、実施例１、２において、不掲載希望者を識別する手段として顔画像
や電波を用いたが、識別する手段はこれに限るものではなく、服装、識別記号、音波、電
磁波など、個体を識別できる手段であれば、どのような手段であっても良い。
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【００５６】
　また、実施例２において、不掲載希望者が撮像装置のファイダ内（撮影範囲）に入って
いることを撮影者に警告する方法の例として、モニタに映る不掲載希望者の周囲に枠を表
示するとしたが、表示の方法はこれに限定されるものではない。例えば、不掲載希望者以
外の人物の周囲に枠を表示するようにしても良く、撮影範囲内に不掲載希望者が入ってい
ることを撮影者に識別可能に警告できる方法であれば、どのような方法でも良い。
【００５７】
　また、実施例２において、識別信号受信装置は撮像装置に接続されているとしたが、撮
像装置内に識別信号受信装置と等価な機能を有する装置を組み込み、撮像装置と一体とす
る構成であっても良い。
【００５８】
　また、実施例１と実施例２を組み合わせて実施を行う構成としてもよい。例えば、実施
例２で用いた撮像装置において撮影された画像を実施１と同様に処理を行う。このように
構成することで、例えば、不掲載希望者が写る画像を撮影して誤って破棄し忘れたとして
も、実施例１の処理を施すことにより公開を行わせない構成とすることが出来る。
【００５９】
　また、実施例１と実施例２の他の組み合わせ例として、例えば、識別信号に不掲載希望
度に関する情報を併せて発信するようにしてもよい。そして、撮像装置１０１の警告部２
１４は撮影範囲にいる不掲載希望者が「本人閲覧希望」である場合は警告を行わない構成
とすることが出来る。このように構成することで、不特定多数に公開を望まない不掲載希
望者であっても撮影を行い、本人のみ自身が写ったイベント画像を閲覧することが可能と
なる。また、不掲載希望者が写った写真を保持すると指示を行った場合であっても画像処
理ＰＣ１０２によるＳ３０４～Ｓ３１３の処理を行うことで不掲載希望者の公開を低減す
ることが出来るようになる。
【００６０】
　また、実施例２において、撮影範囲に不掲載希望者が存在する場合、撮影者に警告を行
う構成を示したが、撮影者の自由意思による構図決定を妨げてしまう場合が考えられる。
そこで、撮影した画像データに不掲載希望者が含まれているかの情報を付加し、後に例え
ば画像処理ＰＣ１０２や公開サーバ１０４等で不掲載希望者が含まれているかの情報を付
加しているかを判定し、不掲載希望者が写った画像を公開しない構成としてもよい。つま
り、撮像装置は被写体から発信する信号に基づいて、不掲載希望者が撮像した画像に含ま
れているかの情報を生成し、情報処理装置は不掲載希望者が画像に含まれているかの情報
の有無により撮像した画像に不掲載希望者が含まれていることを判定する。
【００６１】
　例えば、受信部２１７で受信した識別信号を撮影したイベント画像と対応付けて記録す
る。識別信号の記録方法のとしてはメタデータとして画像の縦サイズや横サイズ、記録日
時などの画像に関する情報と共に画像データのヘッダ部に記憶する方法や画像データに電
子透かしとして識別信号を付加して記録する方法などが考えられる。また、イベント画像
のファイル名と識別信号とを対応付けた対応表をデータとして生成し管理する方法でもよ
い。
【００６２】
　そして、識別信号が付されているイベント画像であるかを画像処理ＰＣ１０２や公開サ
ーバ１０４が読み取り、識別信号の有無を判定する。判定の結果、識別信号が存在してい
た場合には、その画像を破棄または不掲載希望者が公開されないように画像処理等の処理
を行う構成としても良い。
【００６３】
　また、本実施例において、画像公開システムは、撮像装置、画像処理ＰＣ、公開サーバ
、閲覧ＰＣを要素とした例を説明したがこれに限られるものではない。例えば、画像処理
ＰＣが行った処理を撮像装置や公開サーバが行う構成としてもよい。
【００６４】
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　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０１　撮像装置
　１０２　画像処理ＰＣ
　１０３　ネットワーク
　１０４　公開サーバ
　１０５　閲覧ＰＣ

【図１】 【図２】



(14) JP 2012-83915 A 2012.4.26

【図３】 【図４】

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

